
大口町告示第１５号 

 大口町休日保育実施要綱を次のように定める。 

  平成２６年３月３１日 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



大口町休日保育実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童を養育している保護者（以下「保護者」という。）の就

労形態の多様化により、保護者の休日就労によって当該児童の家庭保育が困難な

場合において、休日に当該児童の保育を実施すること（以下「休日保育」という。）

により保護者の子育てと就労の両立を支援し、児童福祉の増進を図ることを目的

とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日とする。 

 (1) 日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（実施日） 

第３条 休日保育の実施日は、前条に規定する休日の日とする。ただし、その日が

１２月２８日から翌年の１月４日までの日に当たるときは、休日保育は実施しな

い。 

（対象児童） 

第４条 この要綱による休日保育を利用できる者は、前条に規定する期間内に保育

する者がいない健康で集団生活が可能な児童であって、町内の認可保育所に入所

している満１歳以上の就学前児童とする。 

（児童の休息） 

第５条 前条に規定する児童の保護者は、児童の休息の確保のため、可能な限り、

家庭で児童を保育する日を設けるよう努めることとする。 

（実施施設） 

第６条 休日保育の実施施設は、大口町立西保育園とする。 

（利用時間） 

第７条 休日保育の利用時間は、午前７時３０分から午後５時３０分までの範囲内

で必要な時間とする。 
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（利用定員） 

第８条 休日保育の利用定員は、１日当たり１０人以内とする。ただし、１歳児及

び２歳児の受入れ人数は５人までとする。 

２ 特別の事情があるときは、町長は、利用定員を超えて受入れすることができる。 

（利用の登録等） 

第９条 休日保育を利用しようとする児童の保護者は、大口町休日保育利用登録（変

更）申請書（様式第１。以下「登録申請書」という。）に就労証明書（休日保育

用）（様式第２）を添えて町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する申請があった場合において、休日保育の利用の可否を

決定したときは、大口町休日保育利用登録（変更）承諾（不承諾）通知書（様式

第３）により登録申請者及び実施施設の長に通知するものとする。 

３ 前項の規定により登録を受けた児童の保護者（以下「登録者」という。）は、

登録内容に変更が生じたときは、その旨を町長に申請しなければならない。 

４ 登録の有効期間は、登録日から利用予定期間の属する年度の３月３１日までの

間とする。 

（利用手続） 

第１０条 休日保育を利用しようとする登録者（以下「申込者」という。）は、利

用日の前月の１日から１５日までに大口町休日保育利用申込書（様式第４。以

下「利用申込書」という。）により町長に申込みしなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、第７条に規定する要件によ

り利用する児童を決定し、大口町休日保育利用決定通知書（様式第５）により

申込者及び実施施設の長に通知するものとする。 

３ 申込者は、前項の規定による通知を受けた後、利用を取り消す場合は、速やか

に大口町休日保育利用取消届（様式第６）により町長に届出しなければならな

い。 

（休日保育料の徴収等） 

第１１条 町長は、休日保育を行った日数等に応じて別表により休日保育料の額を

毎月決定し、大口町休日保育料等決定通知書（様式第７）により利用児童の保護
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者（以下「利用者」という。）に通知するものとする。 

２ 前項により通知を受けた利用者は、納入通知書に記載する納付期限までにこれ

を納付しなければならない。 

（利用登録の辞退） 

第１２条 登録者は、事業の利用を継続する理由が消滅したときは、大口町休日保

育利用登録辞退届（様式第８）により町長に届出しなければならない。 

２ 町長は、前項の届出を承諾したときは、大口町休日保育利用登録辞退承諾通知

書（様式第９）により登録者及び実施施設の長に通知するものとする。 

（利用登録の取消し） 

第１３条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、休日保育の利

用登録を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により利用登録を受けたとき。 

 (2) 第４条に規定する要件を満たさなくなったとき。 

２ 町長は、前項の規定により利用登録を取り消したときは、大口町休日保育利用

登録取消通知書（様式第１０）により、登録者及び実施施設の長に通知するもの

とする。 

（書類の整備） 

第１４条 町長は、利用児童の保育内容等について、大口町休日保育日案（様式第

１１）を作成し、その利用状況を明らかにしておくものとする。 

（その他必要事項） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 休日保育の利用登録、利用手続その他この要綱を施行するために必要な準備行

為は、この要綱の施行前においても行うことができる。 
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別表（第１１条関係） 

休日保育料 

（１日分） 

１歳児・２歳児 ２，２００円

３歳以上児 １，２００円

休日保育延長 

保育料 

（１日分） 

午前７時３０分から午前８時３０分まで ５００円

午前８時から午前８時３０分まで ２５０円

午後４時３０分から午後５時まで ２５０円

午後４時３０分から午後５時３０分まで ５００円

備考 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯

（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）に

よる支援給付受給世帯については、休日保育料及び休日保育延長保育

料を無料とする。 
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様式第１（第９条関係） 

大口町休日保育利用登録（変更）申請書 

   年  月  日 

大口町長  様 

保護者  住所                  

氏名                 

電話番号                

児童との続柄           

休日保育の利用登録を下記のとおり（変更）申請します。 

フリガナ  性 別 生 年 月 日 

児童氏名  男・女    年  月  日

保護者及

び家族の

状 況 ( 利

用児童は

除く。） 

氏  名 続 柄 生年月日 職業（勤務先） 備 考

    ・  ・

  ・  ・

  ・  ・

  ・  ・

  ・  ・

  ・  ・

利用希望理由  

現在入所している保育所           保育園 

休日保育実施保育所           保育園 

利用予定期間及び利用日 年 月 日から 年 月 日まで 
日曜日・

祝日 

利 用 予 定 時 間     時   分から    時   分まで 

※町記入欄 

当該年度の４月２日の年齢 歳 休日保育料 日額      円 
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様式第２（第９条関係） 

就労証明書（休日保育用） 

提出日   年  月  日 

※この証明書の提出は、両親及び同居の祖父母（６５歳未満）の方すべてが対象です。 

児童氏名  

  年  月  日生 

現在入所して

いる保育所 

保育園 

保護者名  児童との続柄  

電  話  番  

号 

緊急時連絡先 

※2か所以上記入ください。 

③を記入した場合は、ｶｯｺ内

に連絡先名も記入してくだ

さい。 

①携帯電話         【 父 ・ 母 ・その他（    ）】

②勤務先電話     

③その他          （          ） 

以下は、事業者が証明してください。 

休日の就労(営業)状

況 

日曜日 午前   時   分 ～ 午後    時    分 

祝 日 午前   時   分 ～ 午後   時   分 

１月における休日の

就労（営業）日数 
            日 

休 業 日  毎週      曜日 

上記内容について、相違ないことを証明します。 

     年  月  日  

事業所所在地                                          

事業所名                                           

代表者名                                        ○印

   電話番号                                        

以下は、保護者において記入してください 

児童の健康状態等、特に保育園に連絡したいことがあれば記入してください 
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様式第３（第９条関係） 

大口町休日保育利用登録（変更）承諾（不承諾）通知書 

  第    号 

年 月 日 

 様 

                         大口町長       □印

休日保育の利用について、下記のとおり承諾（不承諾）します。 

児 童 氏 名  

生 年 月 日 

  年  月  日

現在入所している保育所        保育園 

休日保育実施保育所        保育園 

利用登録承諾 

（不承諾）の理由 

利用予定期間及び利用日    年  月 日から   年 月 日まで 
日 曜 日 及

び祝日 

利 用 予 定 時 間  時  分から  時  分まで 

休日保育料 日額     円 

休日保育延長保育料 日額     円 

注 意 事 項 

１ 休日保育事業利用登録（変更）申請書の記載事項に変更が生じた場合に

は、速やかにその旨を届け出てください。 

２ 利用承諾期間であっても、休日保育事業の対象児童に該当しなくなった

場合等には、利用承諾を取り消すことがあります。 

備考 
１ この通知による処分について不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起
算して６０日以内に、町長に対して異議申立てをすることができます。 

２ この通知による処分の取消しの訴えは、上記の異議申立てにかかる決定の送達を受け取
った日の翌日から起算して６か月以内に、大口町を被告として（訴訟において大口町を代
表する者は大口町長となります。）提起することができることとされています。 

３ この通知による処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経たあとでな
ければ提起することができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か
月を経過しても決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著し
い損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由
があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第４（第１０条関係） 

大口町休日保育利用申込書 

年   月   日 

大口町長  様 

保護者  住所                  

氏名                 

電話番号                

児童との続柄             

   年   月分の休日保育の利用を、下記により申請します。 

フ リ ガ ナ  
性 別 生 年 月 日 

児 童 氏 名  男 ・ 

女 
年  月  日

現在入所している保育所           保育園 

休日保育実施保育所 保育園 

利 用 希 望 日 日 日 日 日 日 日 日 日

利 用 予 定 時 間     時   分から    時    分まで 

備考 

 １ この申込書は、利用日の前月の１日から１５日までに提出してください。 

 ２ 利用定員超過等の理由により、利用を承諾できない場合がありますので、ご

了承ください。 
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様式第５（第１０条関係） 

大口町休日保育利用決定通知書 

第    号 

年 月 日 

 様 

                         大口町長       □印

休日保育に係る 年 月分の利用について、下記のとおり決定しましたので通知

します。 

児 童 氏 名  
生 年 月 日 

年  月  日

現在入所している保育所           保育園 

休日保育実施保育所 保育園 

利 用 決 定 日 日 日 日 日 日 日 日 日

利 用 予 定 時 間     時   分から    時    分まで 

備考 
１ この通知による処分について不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起
算して６０日以内に、町長に対して異議申立てをすることができます。 

２ この通知による処分の取消しの訴えは、上記の異議申立てにかかる決定の送達を受け取
った日の翌日から起算して６か月以内に、大口町を被告として（訴訟において大口町を代
表する者は大口町長となります。）提起することができることとされています。 

３ この通知による処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経たあとでな
ければ提起することができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か
月を経過しても決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著し
い損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由
があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第６（第１０条関係） 

大口町休日保育利用取消届 

年  月  日 

大口町長        様 

保護者  住  所            

氏  名         ○印

電話番号 

 次のとおり利用取消しの届けをします。 

（ フ リ ガ ナ ）  性 別 生 年 月 日 

児 童 氏 名 男・女  年 月 日 

取消しの日 

年   月   日 年   月   日

年   月   日 年   月   日

年   月   日 年   月   日

年   月   日 年   月   日

取 消 理 由
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様式第７（第１１条関係） 

大口町休日保育料等決定通知書 

第   号 

年 月 日 

           様 

                          大口町長      □印

休日保育に係る 年 月分休日保育料等について、次のとおり決定しましたので

通知します。 

児 童 氏 名  

現在入所している保育所      保育園 

休日保育実施保育所      保育園 

利 用 日 数        日 

休日保育料 
   円 

  （日額   円 × 利用日数   日分） 

休日保育延長保育料    円 

  （日額   円 × 利用日数   日分） 

備考 
１ この通知による処分について不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起
算して６０日以内に、町長に対して異議申立てをすることができます。 

２ この通知による処分の取消しの訴えは、上記の異議申立てにかかる決定の送達を受け取
った日の翌日から起算して６か月以内に、大口町を被告として（訴訟において大口町を代
表する者は大口町長となります。）提起することができることとされています。 

３ この通知による処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経たあとでな
ければ提起することができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か
月を経過しても決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著し
い損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由
があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
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様式第８（第１２条関係） 

大口町休日保育利用登録辞退届 

年  月  日 

大口町長        様 

保護者 住  所            

氏  名          ○印

電話番号            

 次のとおり利用登録辞退の届けをします。 

（ フ リ ガ ナ ）  性 別 生年月日 

児 童 氏 名 男・女  年 月 日 

利用登録辞退

年 月 日
年    月    日

利用登録辞退

の 理 由
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様式第９（第１２条関係） 

大口町休日保育利用登録辞退承諾通知書 

第     号 

年  月  日 

       様 

大口町長      □印

 大口町休日保育利用登録辞退の承諾について、次のとおり通知します。 

（ フ リ ガ ナ ）  生 年 月 日 

児 童 氏 名   年 月 日 

利用登録辞退年

月 日
年    月    日

利用登録辞退の

理 由

備考 
１ この通知による処分について不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起
算して６０日以内に、町長に対して異議申立てをすることができます。 
２ この通知による処分の取消しの訴えは、上記の異議申立てにかかる決定の送達を受け取
った日の翌日から起算して６か月以内に、大口町を被告として（訴訟において大口町を代
表する者は大口町長となります。）提起することができることとされています。 
３ この通知による処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経たあとでな
ければ提起することができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か
月を経過しても決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著し
い損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由
があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第１０（第１３条関係） 

大口町休日保育利用登録取消通知書 

第     号 

年  月  日 

       様 

大口町長      □印

 大口町休日保育利用登録の取消しについて、次のとおり通知します。 

（ フ リ ガ ナ ）  性 別 生 年 月 日 

児 童 氏 名 男・女  年 月 日 

取消しの日 

年   月   日 年   月   日

年   月   日 年   月   日

年   月   日 年   月   日

年   月   日 年   月   日

取 消 理 由

備考 
１ この通知による処分について不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日から起
算して６０日以内に、町長に対して異議申立てをすることができます。 
２ この通知による処分の取消しの訴えは、上記の異議申立てにかかる決定の送達を受け取
った日の翌日から起算して６か月以内に、大口町を被告として（訴訟において大口町を代
表する者は大口町長となります。）提起することができることとされています。 
３ この通知による処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経たあとでな
ければ提起することができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か
月を経過しても決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著し
い損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由
があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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保育長 園長 園長補佐 記入者

様式第１１（第１４条関係）      大口町休日保育日案
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未 満 児 以 上 児

児
童
の
活
動

保

育

の

援

助

反

省

-
 
1
5
 
-


